
財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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1回目 C

　本補助制度は、地域による新規企業の立地促進の基盤形成を支援す
ることで産業集積の促進と地域経済活性化を図ることを目的とするもの
であり、地域の新規創業企業や新分野に進出を考える中小企業等に低
廉な賃料等で広く利用してもらうための共用施設（貸工場、貸事業場）等
の整備事業を補助対象としている。補助対象に「工場」「事業所」を加え
ることは、特定の企業又は特定の企業グループが補助対象施設等を独
占的に利用することになるため、「基盤形成」という本補助金の目的に合
致しないことから認めることは困難（なお、例えば事業協同組合が整備
した貸工場・貸事業場について、独占的とならない範囲において組合の
所属企業に利用させることは可能。）。
　また、本補助制度は自治体で作成した企業立地促進法の基本計画に
基づき地域が主体的に取り組む事業に対する支援のため、事業実施主
体に一定の負担を求める必要があり、また、被災地向けや中小企業向
けといった他の補助制度とのバランスも踏まえれば、補助率のかさ上げ
（10/10）は困難。

c

　高度な製造技術や品質保証能力が求められる航空宇宙産業において、中小企業が一体となった
材料調達から部品加工・組立・検査までの「一貫生産体制」を構築することにより、より効率的な生
産、部品供給が期待され、それによるコスト削減、納期短縮などの結果として、他分野への生産拡
大、他産業からの新規参入など、この産業の国際競争力の強化に資することとなる。また、事業協
同組合へ参画する一定の技術レベルを有する中小企業が一地域に集積し、共同した「一貫生産体
制」を確立することは、本補助制度の目的を達成するために、より効果的である。このような理由か
ら、組合員企業の使用しない期間に、他事業者へ工場等を貸し出すことを妨げるものではないこと
としたうえで、航空宇宙産業の事業協同組合員企業が優先的に利用することについて許容願いた
い。
　また、本補助制度における補助率の考え方については理解しております。しかし、航空宇宙産業
では、設備等初期投資に多額の費用を要し、長期的な計画により採算性を考える必要があるため、
特定の産業分野における補助率のかさ上げについての特例を設けるなど、航空宇宙産業の中小
企業への初期投資の負担をできる限り軽減することを配慮願いたい。（本補助制度の主旨により、
事業実施主体に一定の負担を求めることから、当該補助率である1/2以内から2/3や3/4以内に配
慮願いたい）

　経済産業省より、補助率のかさ上げについては、他の補
助制度とのバランスを考慮すると対応できない、と回答され
ているところであるが、指定自治体より、航空宇宙作業の
特殊性（初期投資に多額の費用が必要、長期的なスパンで
採算性を検討することが必要）を考慮し再検討するよう要
請があったため、経済産業省において対応の可否や条件・
代替案について、引き続き検討を行うこと。
　また、経済産業省より、貸工場・貸事業所について独占的
にならない範囲で航空宇宙産業の事業協同組合員が利用
することは可能である、と回答されているところであるが、
指定自治体より、認めてもらいたい具体的な事例（組合員
企業の使用しない期間であれば他事業者への貸し出しを
妨げるものではない）の提示、検討要請があったため、経
済産業省において引き続き検討を行うこと。
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2回目 C

　「組合員企業の使用しない期間に、他事業者へ工場等を貸し出すこと
を妨げるものではないこととしたうえで、航空宇宙産業の事業協同組合
員企業が優先的に利用することについて許容願いたい。」とのことであ
るが、事業協同組合員企業の優先的な利用を認めることは共用施設
（貸工場、貸事業場）の運営主体が自らの組織に所属する特定の企業
を優遇することとなり、実質的に特定の企業グループの個別支援と変わ
らなくなってしまうことから、不特定多数の中小企業等に広く利用しても
らうための共用施設等を整備することを目的とする本補助金の趣旨に反
するため、認めることは困難。
　また、本補助金の支援対象は既に航空宇宙産業や医療産業等の戦
略産業に限定されており、その中で初期投資に多額の費用を要し、長
期的な計画により採算性を考える必要がある分野は航空宇宙産業に限
られるものではない。他の補助金制度においても航空宇宙産業のみの
補助率をかさ上げしているものは見受けられず、被災地向けや中小企
業向けといった他の補助制度とのバランスも踏まえれば、補助率のかさ
上げは困難。

c

　本補助事業の目的は、「成長分野に属する新規企業の立地促進等による産業集積の形成及び活
性化に資する施設又は機器を整備する」ものであり、当該成長分野における事業協同組合が設立
された地域においては、この目的の前段は達成されつつあるものとして、後段にある「活性化に資
する施設又は機器の整備」を主な目的としても本補助事業の主旨には反しないものと考えます。つ
まり、当該補助事業者である事業協同組合が整備した共用施設（貸工場、貸事業場）の運営につい
て、不特定多数の中小企業等にも広く利用してもらうためのものとも考えますが、当該事業協同組
合の企業が優先的に利用することは、整備された施設等が当該成長分野の活性化に資することに
効果的であると考えられます。また、当地域では、国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業ク
ラスター形成特区」の特定国際戦略事業として、事業協同組合による「関連中小企業の効率的な生
産・供給体制構築事業」を実施しており、中小企業による航空宇宙産業の活性化に不可欠な複数
企業による一貫生産体制を構築するためには、有機的に連携する事業協同組合によりその実施拠
点を整備し、その組合員企業がその施設等を利用することは、必要不可欠なものと考えます。
　さらに、本補助事業は、国の成長戦略の牽引となる成長分野に特化した事業であり、「中小企業・
小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」における補助率（３分の２）の例のように、本補
助事業の補助率（２分の１）よりも高い補助事業もあります。そのため、本補助事業の補助率のかさ
上げは必ずしも他の補助事業とのバランスを欠いたものではないと考えます。

　経済産業省より、補助金の趣旨から共用施設（貸工場、
貸事業所）を航空宇宙産業の事業協同組合員企業に優先
的に利用させることは困難、また、他の補助制度とのバラン
スを考慮し補助率のかさ上げは困難、との見解が示された
が、指定自治体はこれら２点（事業協同組合員企業の優先
的利用、補助率かさ上げ）について、引き続き協議を要望し
ている。しかし、協議を継続するには、経済産業省、指定自
治体それぞれが主張する内容、根拠等を整理、検証する必
要があり、今回の協議の中で結論を得ることは時間的に困
難であるため、一旦協議を終了する。
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1回目 C

　高年齢雇用継続給付は、全国の労働者及び使用者の方々から一律
に頂いた保険料を原資として、全国一律の給付水準で運営している。ご
提案のように、特定の地域に偏重して高年齢雇用継続給付を上乗せ支
給すると、保険事故以外の事由により給付内容に差が生じ、不公平な
制度となるため、その他の地域で保険料を負担している人々の理解が
得られず、実現は困難である。
　なお、高年齢雇用継続給付の支給要件については、雇用保険料を負
担する労使の代表による議論を経て適切とされた水準に設定しているも
のである。

d
　航空機産業は、今後高い成長の見込まれる産業であり、特に航空機の開発サイクルが長いこと
から、人材育成のための指導者を確保することも課題である。そのため高年齢者を最大限活用す
ることが必要であり、航空機産業の特殊性を御理解いただきたい。今年度は、事業者において現行
の制度を活用することとするが、今後更なる制度拡充について検討・協議したいと考える。

　厚生労働省より、高年齢雇用継続給付は全国一律の給
付水準で運営しており特定の地域に偏重して上乗せ支給
すると不公平な制度となってしまうため要望の実現は困難
である、と見解を示されているところであるが、指定自治体
より、航空機の開発サイクルの長さから高年齢者を最大限
活用することが必要となる航空機産業の事情を考慮するよ
う要請があった。
今後、指定自治体および厚生労働省は、それぞれの回答
を踏まえ、他の手段等を含め検討し、別途協議を行っていく
こと。
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2回目

1回目 B

【キャリア形成促進助成金】
　キャリア形成促進助成金は、本年３月から政策課題対応型訓練の成
長分野等人材育成コース等の一部のメニューで大企業も助成対象とす
る制度改正を行ったところである。

【キャリアアップ助成金（人材育成コース）】
　キャリアアップ助成金（人材育成コース）については、企業規模が小さ
くなるほど非正規雇用労働者の訓練の実施割合が低くなる傾向がある
ことから、中小企業の助成率をより手厚くしているものである。
　また、平成26年3月に助成額の上限を引き上げる見直しを行ったところ
であり、この改定により、従前までの大企業に対する経費助成上限額
（15万円)が20万円（従前までの中小企業に対する経費助成限度額と同
額）となった。

d
　航空機製造は人材不足が大きく懸念されており、人材の確保と、安全性に関わる航空機の製造を
担える人材の育成のため、これらに係る助成は重要と考える。今年度は、キャリア形成促進助成
金、キャリアアップ助成金（人材育成コース）ともに、改正後の制度を活用することとするが、今後更
なる制度拡充について検討・協議したいと考える。

　厚生労働省より、助成金の一部メニューにて大企業も助
成対象とする制度改正を行ったところであり現行制度で対
応可能、と見解を示されているところであるが、指定自治体
より、航空機産業における人材不足を懸念して更なる制度
拡充の要請があった。
今後、指定自治体および厚生労働省は、それぞれの回答
を踏まえ、他の手段等を含め検討し、別途協議を行っていく
こと。
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2回目

93 国際 5

アジアNo.1
航空宇宙産
業クラス
ター形成特
区

関連中小企業の効
率的な生産・供給体
制構築事業

94 国際 5

アジアNo.1
航空宇宙産
業クラス
ター形成特
区

人材育成・確保推
進事業

95 国際 厚生労働省5

アジアNo.1
航空宇宙産
業クラス
ター形成特
区

人材育成・確保推
進事業

高度な技能や特殊工程についての知識・技能
を持つ航空機関連の生産職人材の育成・雇用
を図る。

航空機関連
企業（雇用
主）

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］

　事業協同組合自体が事業主体になる
場合など事業の多様化に対応するとと
もに、中小企業の競争力の強化を図る
ため、補助事業に「工場、事業所」を追
加し、補助率のかさ上げを図る。

経済産業省
産業施設課

対内直接投資
等促進地域経
済活性化事業
（企業立地促
進基盤整備事
業）

高年齢雇用継
続給付

拡充

航空機産業は、他業種と比較して、
工程が多くかつスキルレベルが高度
であるが、少量多品種生産のため、
生産現場では手作業が多く、多数の
生産職が必要となる。しかし、高度な
技能や特殊工程についての知識・技
能を持つ生産職の採用は、日本を代
表する航空機メーカーにおいても容
易ではなく、人材の確保・育成に慢
性的に苦慮しているのが現状であ
る。そうした中、今後、ボーイング７８
７の増産が見込まれるなど、生産職
の確保について、さらに懸念される
状況にあることから、生産職人材の
育成・雇用に対する支援を行う必要
がある。
　このため、正規労働者対象の「キャ
リア形成促進助成金」について、対
象事業主に大企業を追加するととも
に、非正規労働者対象の「キャリア
アップ助成金」について、大企業の助
成単価を中小企業と同じ額に引き上
げる。

【キャリア形成
促進助成金】
厚生労働省
職業能力開発
局育成支援課

【キャリアアッ
プ助成金（人
材育成コー
ス）】
厚生労働省
職業能力開発
局実習併用職
業訓練推進室

・キャリア形成
促進助成金

・キャリアアッ
プ助成金　（人
材育成コース）

川崎岐阜協同組合員グループにおいて整備中
の表面処理等の共同利用設備を活用し、航空
機部品製造に係る中小企業の効率的な生産・
供給体制を構築のために不可欠となる材料供
給工場をテクノプラザ内に整備する。

川崎岐阜協
同組合及び
組合員で構
成されるプ
ロジェクト
チーム

拡充

現在、定年延長や再雇用制度によ
り、高齢者を継続雇用している場合、
その労働者は「高年齢雇用継続給付
金」を受給できるが、雇用される企業
から支払われる賃金が満60歳到達
前の75％以下でなければ給付金は
支給されず、また、当該給付金を満
額受給するためには、継続雇用時の
賃金が満60歳到達前賃金の61％以
下に低下していること等が要件とな
る。この要件を以下のとおり廃止、緩
和することを要望する。
①現在の「高年齢雇用継続給付金」
制度における支給要件である、「継
続雇用される企業から支払われる賃
金が満60歳到達前の75％以下でな
ければならない」という要件を廃止、
継続雇用する企業が満60歳到達時
賃金の75％以上を支給する場合にも
給付金が受給できるようにする。
②「60歳到達時の賃金月額が
448,200円を超える場合は60歳到達
時の賃金月額を448,200円とする」と
いう要件を廃止する。
③「賃金＋給付金の合計が341,542
円を超える場合、給付金は（341,542
円-支給対象月の賃金）円」という要
件を「賃金＋給付金の合計が60歳到
達時の賃金月額を超える場合、給付
金は（60歳到達時の賃金月額-支給
対象月の賃金）円」に緩和する。

厚生労働省
職業安定局雇
用保険課

航空機関連企業において若手労働者への技能
継承面でも重要な役割を果たすベテラン労働者
（高齢者）の継続的な雇用を図る。

航空機関連
企業（雇用
主）

厚生労働省
高年齢雇用
継続給付金

キャリア形
成促進助成
金
キャリアアッ
プ助成金

経済産業省

対内直接投
資等促進地
域経済活性
化事業（企
業立地促進
基盤整備事
業）

拡充
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